
2018年 8月 20日 

オカモト株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：田村俊夫）は、欧州連合（EU）の RoHS2

指令に対応した厚手の透明 PVCフィルム『セレブ T』の販売を 7月 25日より開始いたしました。 

RoHS指令は、2015年 6 月より当初の 6物質からフタル酸系 4物質が追加され 10物質に規制対象が

拡大されました。追加されたフタル酸系 4物質のひとつである DEHP（DOP）は汎用 PVCフィルムの可塑

剤として幅広く使用されています。 

当社は、これまでも 0.2ｍｍ･0.3ｍｍ厚の 2種類の非フタル酸系可塑剤を使用した PVCフィルムシリ

ーズ『セレブ』を常備在庫品として販売してまいりました。 

この度、『セレブ』シリーズの厚手タイプとなる 0.5～2.0ｍｍの 4種類を『セレブ T』（可塑剤 DOTP）

として新発売しました。常備在庫のラインナップを拡充させることで皆様の利便性にお応えいたします。 

2019年 7月 22日より対外診断医療機器、産業用監視・制御機器を除く全ての電気・電子機器に RoHS2

指令が適用されます。残り 1年弱の期間、早めの手配・対応をお勧めいたします。 

≪製品詳細≫ 

製品名 色味 
幅 

（ｃｍ） 

厚み 

（ｍｍ） 

巻

（ｍ） 

硬度 

#320 #360 #400 #500 

ニューセレブ                                 

粉ふり透明 

91.5 

0.2 
50 

○ ○   ○ 

0.3   ○     

セレブ 267/ 

セレブネオ 

0.2 
50 

○ ○     

0.3   ○     

セレブ T 圧着透明 

0.5  30     ○   

0.8  

10 

      ○ 

1.0        ○ 

2.0        ○ 

 

RoHS2指令※対応の PVCフィルムシリーズ『セレブ』のラインナップを拡充！ 



 

※  RoHS指令は、電気・電子機器における欧州連合(EU)による特定有害物質の使用制限として 2003年 2月

13日に公布され、2006年 7月 1日に施行された指令です。Restriction of Hazardous Substances（危

険物質に関する制限）の頭文字から RoHSと呼ばれています。 

RoHS 指令の改正案が 2008 年 12 月に公表され、2011 年に正式採択を行い同年 7 月 1 日に EU 官報にて

公布、7月 21日に施行されました。旧 RoHS指令（2002/95/EC 通称“RoHS1”）は 2013年 1月 2日に廃

止され、1月 3日から改正 RoHS指令（2011/65/EU 通称“RoHS2”）に置き換わりました。 

この改正以降、対象製品カテゴリが段階的に増え、2019 年 7 月 22 日には電気・電子機器全体にこの

RoHS2 規制対象が拡大されることになりました。（対外診断医療機器、産業用監視・制御機器は 2021 年

7月 22日から規制対象となります） 

 

 

【会社概要】 

オカモト株式会社 概要 

会社名  ：オカモト株式会社 

設立   ：1934年 1月 10日 

代表取締役社長 ：田村 俊夫 

資本金  ：130億 4,763万円 

事業内容 ：産業用製品事業、生活用品事業、その他事業 

≪産業用製品事業≫ 

プラスチックフィルム、車輌用資材、壁紙、フレキシブルコンテナ 

医療機器（医療用手袋、滅菌器、ドレッシング材）、粘着テープ、ゴムバンド、 

食品衛生用品（ラップフィルム、脱水・吸水シート、食品用手袋） 

≪生活用品事業≫ 

コンドーム、ビデ、カイロ、除湿剤、手袋、長靴、セーフティシューズ、レインウェア 

≪その他事業≫ 

太陽光発電 

ＵＲＬ：https://www.okamoto-inc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪本件に関するお問い合わせ≫ 

本リリースについて 

オカモト株式会社 総務部総務課 広報担当 

pr-okamoto@tmx.okamoto-inc.co.jp  TEL．03-3817-4282 FAX．03-3817-4118 

本製品について 

オカモト株式会社 汎用プラスチック製品部 フイルム課 

TEL．03-3817-4176 FAX．03-3817-4116 

https://www.okamoto-inc.jp/
mailto:pr-okamoto@tmx.okamoto-inc.co.jp

